
2025 年 7 月 24 日 

 

「健康経営支援サービス」の取り扱い開始について 

 

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、このたび、「健康経営支援サービス」の取り扱いを

開始しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

少子高齢化の進展により人材不足が深刻化するなか、人材確保・定着に向け、従業員の健康

管理を経営戦略の一環として捉える「健康経営®」※1への関心が高まっています。 

本サービスでは、健康経営エキスパートアドバイザー資格を有するスタッフが、「健康経営

優良法人」※2の認定取得を支援いたします。 

当行は、地域金融機関として、地域の事業者の皆さまの企業価値向上に貢献し、地域経済

の成長と発展を目指してまいります。 

 
※1「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。 

※2「健康経営優良法人」とは、経済産業省が 2016 年に創設した制度にもとづき、「優れた健康経営に

取り組んでいる企業」として日本健康会議（経済界・医療関係団体・自治体のリーダーが連携して

2015 年に発足した組織）が認定した法人。 

 

 

記 

【「健康経営支援サービス」について】 *詳細は別添のチラシにてご確認ください。 

名 称 健康経営支援サービス 

サービス内容 

・健康経営に関する取組状況を確認し、健康経営診断報告書を作成し

ます。 

・健康経営診断報告書をもとに、「健康経営優良法人」の認定に向け

たアドバイスを行います。 

・「健康経営優良法人」の認定申請手続をサポートします。 

対象となる 

お客さま 
優良法人認定制度の中小規模法人※3に該当するお客さま 

費 用 550,000円（税込） 

※3 業種、従業員数、資本金・出資金額により分類されます。詳細は健康経営優良法人認定事務局ポー

タルサイトよりご確認ください。 

 

以 上 

 

 

 

 

https://kenko-keiei.jp/application/?tab=hertOT
https://kenko-keiei.jp/application/?tab=hertOT


「健康経営®」とは 

企業が「従業員の健康」を経営的な視点で考え、持続的な成長に欠かせないものとして 

重視し、維持・増進に取組むことです。 

人材の定着や企業価値の向上等の効果が期待できます。 

企業価値 
の向上 

生産性 
の向上 

人材 
の定着 

従業員 
の活力向上 

職場 
の活性化 

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。 

従業員 
の健康 

健康づくり担当者 
の設置 

メンタルヘルス対策 受動喫煙対策 

実践例 

□企業イメージを向上させ、従業員の採用につなげたい 

□離職率を改善し、人材を定着させたい 

□職場を活性化し、従業員のモチベーションを向上させたい 

□従業員の生活習慣改善やメンタルヘルス対策に取組みたい 

上記に1つでも当てはまる場合は、ぜひ当行担当者にご相談ください! 

2025年7月現在 

定期健康診断 
受診率100％ 



「健康経営優良法人」とは 

サービスの流れ 

サービス内容 

健康経営に関する取組状況を確認し、健康経営診断報告書を作成します。 

健康経営診断報告書をもとに、「健康経営優良法人」の認定に向けたアドバイス

を行います。 

「健康経営優良法人」の認定申請手続をサポートします。 

アンケートシートの入力 

健康宣言事業※1への参加
 

Step1 
（お客さま） 

Step1をもとに取組状況のヒアリング 

健康経営診断報告書の作成 
Step2 
（足利銀行） 

Step2をもとに「健康経営優良法人」の 

  認定に向けたアドバイス 
Step3 
（足利銀行） 

「健康経営優良法人」の認定に必要な要件の

充足確認※2、申請に関する参考資料の作成 
Step4 
（足利銀行） 

「健康経営優良法人」の認定申請手続※3 Step5 
（お客さま） 

※1：企業が健康保険組合等と連携して従業員の健康維持・増進に取組むことを宣言する事業で、「健康経営優良法人」の認定要件。 
※2：認定に必要な要件を満たさない場合、次年度の申請に向けたアドバイスを行います。 
※3：申請期間は例年8月中旬～10月中旬。 

ご留意事項 

本サービスは「健康経営優良法人」認定制度の中小規模法人部門（業種、従業員数

または資本金・出資金額で分類）に該当する法人のお客さまを対象としております。 

本サービスは有料（税込550,000円）です。 

経済産業省が2016年に創設した制度にもとづき、 

「優れた健康経営に取組んでいる企業」 
として日本健康会議※が認定した法人 

認定を受けると「健康経営優良法人」ロゴマークを使用できます。
また、国や自治体が補助金申請や入札においてインセンティブを
設けている場合があります。 

制度の詳細は 
こちらから 

サービスの特長 健康経営エキスパートアドバイザーの資格を持つ専門家がサポートします。 

※：経済界・医療関係団体・自治体のリーダーが連携して2015年に発足した組織。 
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